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番号 質問等の内容 質問等に対する回答 備 考

1
契約に係る情報提供書は事前に提出が必要ですか？それと
も契約後でしょうか。

契約後に提出いただく書面となります。

2
応札仕様書のExcelフォーム等のテキストデータはございます
か。

Excelフォームがございます。

3
応札仕様書は北海道支社長名で作成して問題ありませんで
しょうか。

入札参加も北海道支社長名でしょうか。そうであれば問題ご
ざいません。

4 応札仕様書の割印の押印省略もできるのでしょうか。

押印省略も可能です。その場合は、作成例のとおり、代表者
様以外の本件責任者様及びご担当者様の所属・氏名・連絡
先（電話番号又はメールアドレス）を記載くださいますようお願
いいたします。

5
仕様（スキャナーの読取速度と、ADFの原稿送り速度ですが、
200dpi時の速度で問題ないでしょうか。

200dpi時の速度で問題ございません。

6

利用者認証が成功した者のみコピー、プリント及びスキャンが
許可される機能を有すること。
とありますが、認証は複合機本体で認証を行いますか、それ
ともAD連携で認証を行いますか。

複合機本体での認証を想定しております。
ただし、AD連携での認証でも問題ございません。

調達件名 ：

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場
合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。


